
 

 

 

 

 

 平成 26年７月 29日（火曜日）から平成 26年８月 28日（木曜日）までの間、「パ

ブリック・コメント手続きに関する指針」によりパブリック・コメントを実施します

ので、市民の皆様のご意見を募集します。 

 

１ これまでの経過 

大阪市では、女性がその能力を十分に発揮し活躍できる環境整備に取り組むこと

で、大阪市を活性化することを目的に、副市長をトップとする全庁横断的な組織と

して「女性の活躍促進プロジェクトチーム」を平成 25年７月に設置し、特別顧問２

名・特別参与３名を委嘱しました。 

そして、大阪市特別顧問・特別参与、大阪市会の各会派女性議員も参画したプロ

ジェクトチーム会議をこれまで３回開催し「大阪市女性の活躍促進アクションプラ

ン（案）」を取りまとめたものです 

 

２ 課  題 

日本における女性の参画は徐々に増加しているものの、世界的に見ると低い水準

であり、国においては、成長戦略の中核に「女性の活躍」を位置づけています。 

大阪市においても、少子高齢化が一段と進行し超高齢社会を迎えている中、労働

力人口が減少し、現役世代の負担はさらに大きくなっているにもかかわらず、結婚

や出産を機に離職する女性が多く、女性の登用が進んでいる企業はまだまだ少ない

状況です。 

また、区政会議や防災の分野など、地域での女性の参画も促進する必要がありま

す。 

 

３ 課題解消策の策定 

現役世代の活力の底上げと経済活性化につなげるためにも、社会や職場の意識

を変え、女性の活躍の場を広げるとともに、女性がその能力を十分に発揮し、活

躍できる環境整備に取り組む必要があります。 

そのため、平成 26年度から 3年間、このアクションプランに基づき取組みを進

め、女性が活躍できる都市大阪をめざします。 

 

４ 今後の手続き 

以上、大阪市で検討している女性の活躍促進アクションプランにつきまして、市

民の皆様に広く意見を求めることを目的としてパブリック・コメントを実施し、市

民の皆様から寄せられましたご意見を参考にしながら、女性の活躍促進への取組み

を進めてまいりたいと考えています。 

なお、大阪市女性の活躍促進アクションプラン(案)の詳細は、別紙をご参照くだ

さい。 

大阪市女性の活躍促進アクションプラン(案)に係る

パブリック・コメントを実施します。 


